
交通違反(こうつういはん）をして 警察（けいさつ）に つかまると
切符（きっぷ）を もらいます

青(あお）い 切符（きっぷ）を
もらったら、
お金(かね）を はらいます
銀行（ぎんこう）や
郵便局（ゆうびんきょく）で
はらいます

会津喜多方国際交流協会（喜多方市外国人相談窓口）
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